
組合員・利用者の皆様へ 

 

 

平素よりＪＡ広島市をご利用いただきまして、誠にありがとう 

ございます。 

  令和８年４月１日に JA 広島市と JA 広島ゆたかは合併をいたし 

ますが、合併日前に JA 広島市と JA 広島ゆたか、それぞれにお預 

入れいただいた貯金等は、貯金保険制度上、すべて合算され、合併日 

（令和８年４月１日）以降は「JA 広島市」として、貯金者 1 人あた 

り元本 1,000 万円と破綻日までの利息が保護されます。 

 
 

 

 
 

 

 

 

貯金保険機構（ペイオフ）の 

お取り扱いについて 


